
三
宝
禅
清
規

一
、
こ
の
宗
教
法
人
（
以
下
「
法
人
」
と
い
う
。
）
を
三
宝
禅
と
い
う
。

二
、
本
法
人
に
お
い
て
仏
道
修
行
す
る
者
を
三
宝
禅
会
員
（
以
下
「
会
員
」
と
い
う
。
）
と
称
す
る
。

三
、
本
会
員
は
篤
く
三
宝
を
敬
い
、
三
帰
戒
を
信
受
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

四
、
本
会
員
は
常
に
坐
禅
の
実
行
を
勵
み
、
傍
ら
佛
経
祖
録
を
拝
覧
す
る
こ
と
を
要
す
る
。

五
、
本
法
人
に
お
い
て
室
内
の
調
べ
を
了
畢
し
本
法
人
の
師
家
か
ら
印
可
証
明
を
得
た
者
は
本
法
人
の
師
家
に
就
任
し
佛
祖
の
大
法
を
相
続
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

六
、
本
法
人
の
管
長
に
は
佛
祖
の
大
法
を
相
続
し
た
者
が
就
任
す
る
。
そ
の
有
資
格
者
が
多
数
の
と
き
は
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。
管
長
の
任
期
は

五
年
と
す
る
。
た
だ
し
重
任
を
妨
げ
な
い
。
管
長
が
任
期
途
中
で
交
代
し
た
場
合
、
後
任
管
長
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
文
部
科
学
大
臣
の
認
証
書
の
交
付
を
受
け
た
日
（
平
成

年

月

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
七
日

宗
教
法
人
「
三
宝
教
団
」
管
長
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